
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設概要】 

 ■生活保護法に基づく救護施設 

 ■運営主体：社会福祉法人 村山苑 

 ■開設日 ：昭和 57 年 4 月 1 日  

 ■定 員 ：50 名  

 ■職員定員：26 名  

 ■土地面積：2,672.95m² 

 ■建 物 ：鉄筋コンクリート・2 階建 1,422.85m² 

 ■職 員 ：施設長／相談員／援助員／看護師／栄養士／ 

       調理員／事務員／嘱託医（内科・精神科）／ 

       非常勤職員（ＰＴ・援助員・調理員・他） 

 

 〒 189-0024 

 東京都東村山市富士見町 2-8-2 
 TEL 042-396-2244  
 FAX 042-397-4311  
 http://www.murayamaen.or.jp/satsuki/ 

西武国分寺線/拝島線 小川駅 西口より徒歩 16 分(1.3 ㎞) 

西武新宿線久米川駅南口よりバスで[明法学院前]バス停 徒歩 8 分 

 

村山苑の基本理念 

 社会福祉法人村山苑の基本理念は、村山苑が福祉サー

ビスを必要とするすべての人々に、その人の人格の尊厳

を守り、その人の環境、年齢および心身の状況に応じて

本来的な生活を築き、生命の輝きを見出すことの出来る

福祉サービスを提供することである。 

 この理念の根底にあるものは人間愛であり、それに基

づく社会的公正と人権擁護の実現を目指し、必要とする

者に必要な福祉サービスを提供し、共に生きてゆこうと

する志である。 

Social welfare corporation 

MURAYAMAEN 
Since 1952 

 ご利用については、まずはお住まいの管轄の福祉事務所に
ご相談ください。 
 お問い合わせ、ご見学は随時受け付けております。 
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【食事】 

  

【入浴】 

【健康管理】 

【居室】 

【リハビリ・体力作り】 
 

【作業】 

【クラブ活動】 

【レクリエーション 

  ・行事】 
 

【金銭管理】 

【服薬管理】 

【荘内自立訓練】 
【居宅生活訓練】 

【一時入所事業】 

【外出・ 

 社会活動】 
 

  

【就労支援】 

安心できる生活の提供 

 食事、衣類、住居、健康。安心で落ち着ける基本的な

生活基盤を保障します。生活リズムや体調を整え、今日

明日の不安を解消し、将来のことをあせらず考えられる

ような日常を提供していきます。 

。 

【相談援助】 

活き活きと暮ら
せる活動の提供 

 生産活動、趣味活

動、娯楽、憩い。楽

しみを持ち、張りの

ある有意義な暮らし

を送れるよう、様々

な日中活動に取り組

んでいます。 

【日課】 
再起、自立に向けた支援の提供 

 自分の目標へ向けて、自分の意志で、自分のペースで。

自己管理能力を高め、可能な範囲で生活の自立を目指す

ための訓練やトレーニングを行っています。 

自己実現へつながる次のステージの調整 

 夢や希望が叶えられるよう、自分に適した生活拠点へ

円滑に移るための、段階的な計画を個別に進めながら、

退所後の安定した生活をプロデュースしていきます。 

【地域移行支援】 

【他施設移管支援】 

 

短期間の"さつき荘"生活をご利用できます 

 生活の立て直し、しばしの休息、退院準備、体験入所

など。原則７日間まで（必要により１ヶ月まで）。 

利用料：１日 1,200 円 

（食費等実費相当額） 


